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こ
れ
ま
で
建
設
中
で
し
た

千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
中
央
駅

南
口
の
有
料
自
転
車
駐
車
場

の
供
用
を
、
4
月
1
日
か
ら

開
始
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
新
設
自
転
車
駐
車

場
の
供
用
開
始
に
伴
い
、
千

葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
中
央
駅
南

口
の
無
料
自
転
車
駐
車
場

（
市
管
理
と
都
市
再
生
機
構

管
理
の
両
方
）
は
閉
鎖
と
な

り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
有
料
自
転
車
駐
車
場
の
使

用
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
定
期
使
用
】

胸
受
付
窓
口
…
使
用
す
る
自

転
車
駐
車
場
で
申
請
。

胸
受
付
時
間
…
平
日
の
午
前
　
時
～

10

午
後
3
時
。

※
4
月
中
は
、
土
・
日
曜
日
、
祝
祭

日
も
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

胸
使
用
期
間
…
申
請
日
か
ら
翌
年
の

3
月
　
日
ま
で
。
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胸
使
用
料
の
支
払
い
…
使
用
す
る
自

転
車
駐
車
場
で
申
請
書
と
納
付
書
を

受
け
取
り
、
銀
行
な
ど
で
お
支
払
い

く
だ
さ
い
。
申
請
書
・
領
収
書
と
引

　
市
で
は
、
犯
罪
に
強
い
ま
ち
を
構

築
し
、
犯
罪
被
害
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
、
駅
前
広
場
な
ど
で
設
置
工

事
を
行
っ
て
い
た
防
犯
カ
メ
ラ
の
運

用
を
4
月
1
日
か
ら
開
始
し
ま
し
た
。

　
運
用
は
「
印
西
市
防
犯
カ
メ
ラ
の

設
置
な
ら
び
に
管
理
お
よ
び
運
用
に

関
す
る
要
綱
」
に
基
づ
き
管
理
す
る

と
共
に
、
設
置
の
効
果
な
ど
を
検
証

し
て
、
今
後
の
安
全
で
安
心
な
ま
ち

づ
く
り
施
策
に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

　
な
お
、
市
が
設
置
す
る
防
犯
カ
メ

　
こ
の
条
例
は
、
暴
力
団
の
排
除
に

関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
、
県

民
、
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、

基
本
的
施
策
、
暴
力
団
排
除
の
た
め

の
規
制
そ
の
ほ
か
の
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
暴
力
団
の
排

除
を
推
進
し
、
県
民
の
平
穏
な
生
活

お
よ
び
事
業
活
動
の
健
全
な
発
展
に

寄
与
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

【
基
本
理
念
】

　
条
例
の
基
本
理
念
と
し
て
、
暴
力

団
の
排
除
は
、
暴
力
団
が
県
民
生
活

な
ど
に
不
当
な
影
響
を
与
え
て
い
る

こ
と
を
社
会
全
体
で
認
識
し
「
暴
力

団
を
恐
れ
な
い
」「
暴
力
団
に
対
し

て
資
金
を
提
供
し
な
い
」「
暴
力
団

を
利
用
し
な
い
」
こ
と
を
基
本
に
、

県
、
県
民
、
事
業
者
、
関
係
機
関
・

団
体
等
が
相
互
の
連
携
お
よ
び
協
力

の
下
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
明
記
し
て
い
ま
す
。

【
県
民
・
事
業
者
の
主
な
責
務
】

　
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団

の
排
除
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
県

の
施
策
に
協
力
し
、
不
当
な
要
求
が

あ
っ
た
場
合
や
暴
力
団
の
排
除
に
資

す
る
情
報
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
県

に
相
談
な
ど
を
行
う
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

【
県
の
基
本
的
施
策
】

　
県
は
、
暴
力
団
の
排
除
に
関
す
る

基
本
的
な
施
策
と
し
て
、
次
の
措
置

な
ど
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

煙
公
共
工
事
そ
の
ほ
か
の
県
の
事
務

な
ど
か
ら
の
暴
力
団
の
排
除
の
た
め

の
措
置
。

煙
専
門
的
な
知
識
お
よ
び
経
験
を
有

す
る
暴
力
団
排
除
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に

よ
る
県
民
な
ど
の
取
り
組
み
に
対
す

る
指
導
・
助
言
な
ど
を
通
じ
た
支
援
。

煙
暴
力
団
の
排
除
に
か
か
わ
っ
た
者

に
対
す
る
保
護
の
た
め
の
措
置
。

煙
県
民
な
ど
の
模
範
と
な
る
暴
力
団

の
排
除
の
取
組
を
し
た
も
の
へ
の
知

事
表
彰
の
実
施
。

【
暴
力
団
の
排
除
の
た
め
の
措

置
・
規
制
】

　
暴
力
団
の
排
除
を
推
進
す
る
上
で

必
要
な
次
の
措
置
、
規
制
を
設
け
て

い
ま
す
。

煙
学
校
な
ど
に
お
け
る
暴
力
団
の
排

除
に
関
す
る
教
育
の
促
進
。

煙
暴
力
団
員
が
少
年
を
暴
力
団
事
務

所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
の
禁
止
。

煙
学
校
、
保
育
所
な
ど
の
周
囲
に
お

け
る
暴
力
団
事
務
所
の
開
設
・
運
営

の
禁
止
。

煙
事
業
者
に
よ
る
契
約
の
相
手
方
が

暴
力
団
で
な
い
か
の
確
認
。

煙
暴
力
団
事
務
所
に
使
用
す
る
目
的

を
知
っ
て
の
不
動
産
譲
渡
な
ど
の
契

約
の
禁
止
。

煙
暴
力
団
の
威
力
利
用
や
協
力
の
目

的
で
の
利
益
供
与
の
禁
止
。

【
勧
告
お
よ
び
公
表
】

　
公
安
委
員
会
は
、
暴
力
団
事
務
所

に
使
用
す
る
目
的
を
知
っ
て
不
動
産

譲
渡
な
ど
の
契
約
を
し
た
者
や
、
暴

力
団
の
威
力
利
用
や
協
力
目
的
で
の

利
益
供
与
な
ど
を
行
っ
た
者
に
勧
告

し
、
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
者
の
氏

名
な
ど
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

【
罰
則
な
ど
】

　
一
定
の
禁
止
行
為
に
は
、
次
の
罰

則
な
ど
を
設
け
て
い
ま
す
。

煙
「
暴
力
団
事
務
所
の
開
設
・
運
営

の
禁
止
」
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る

1
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
　
万
円
以
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下
の
罰
金
。

煙
「
暴
力
団
員
が
少
年
を
暴
力
団
事

務
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
の
禁

止
」
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
公
安

委
員
会
の
中
止
命
令
お
よ
び
同
命
令

に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
6
月
以
下

の
懲
役
ま
た
は
　
万
円
以
下
の
罰
金
。
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■問 
千
葉
県
警
察
本
部
刑
事
部
組
織
犯

罪
対
策
本
部
捜
査
第
四
課
対
策
係

（
緯
0
4
3
―
2
0
1
―
0
1
1

0
・
内
線
4
4
5
6
、
4
4
5
7
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh

ttp
://w

w
w
.

p
o
lice
.p
re
f.ch
ib
a.jp
/

）。

4月1日から組織の一部を変更

クリーン推進課に
不法投棄対策班、

行政管理課が総務部に
　行政組織条例と行政組織規則の一
部改正に伴い、環境経済部クリーン
推進課に不法投棄対策班が設置され、
行政管理課が企画財政部から総務部
に移りました。
　新設の不法投棄対策班は、清掃事
業や美化運動、廃棄物の不法投棄な
どに関する業務に当たります。
　行政管理課は、新市移行調整班が
廃止となり、行政改革推進班も行政
管理班に変更します。また、行政管
理課の事務室も本庁舎３階西側に移
動しました。

 千
葉
県
暴
力
団
排
除
条
例
が
制
定

 平
成
　
年
9
月
1
日
か
ら
施
行
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ラ
の
周
辺
に
は
「
防
犯
カ
メ
ラ
設
置

中
」
の
表
示
板
を
張
り
、
み
な
さ
ん

に
分
か
る
よ
う
に
表
示
し
ま
す
。

【
設
置
場
所
】

　
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
中
央
駅
北
口

駅
前
広
場
6
基
、
同
駅
南
口
駅
前
広

場
5
基
、
印
西
牧
の
原
駅
北
口
駅
前

広
場
5
基
、
同
駅
南
口
駅
前
広
場
6

基
、
木
下
駅
南
口
駅
前
広
場
4
基
、

同
駅
地
下
通
路
に
3
基
、
合
計
　
基
29

で
す
。

　
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

■問 
市
民
安
全
課
市
民
安
全
班
（
緯
内

線
7
1
3
）。

き
換
え
に
承
認
票
（
シ
ー
ル
）
と
承

認
証
（
カ
ー
ド
）
を
交
付
し
ま
す
。

※
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
印

西
市
役
所
市
民
安
全
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
市
役
所
の
み
の
受

付
と
な
り
ま
す
。

【
一
時
使
用
】

　
券
売
機
で
一
時
使
用
の
シ
ー
ル
を

購
入
し
、
自
転
車
な
ど
に
張
り
付
け

後
、
一
時
使
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
駐

車
し
て
く
だ
さ
い
。

※
定
期
使
用
お
よ
び
一
時
使
用
の
料

金
に
つ
い
て
は
、
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
自
転
車
駐
車
場
に
は
、
防
犯
対
策

と
し
て
、　
時
間
作
動
す
る
防
犯
カ

24

メ
ラ
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

怯
印
西
牧
の
原
駅
北
口
自
転
車
駐
車

場
が
地
震
被
害
に
よ
り
開
設
延
期

　
4
月
1
日
開
設
予
定
の
印
西
牧
の

原
駅
北
口
自
転
車
駐
車
場
が
、
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
影
響
に
よ
り

開
設
が
困
難
に
な
り
ま
し
た
。
補
修

工
事
に
1
カ
月
間
要
す
る
た
め
、
開

設
を
5
月
1
日
に
延
期
い
た
し
ま
す
。

※
開
設
の
延
期
に
伴
い
、
印
西
牧
の

原
駅
北
口
の
無
料
自
転
車
駐
車
場
の

閉
鎖
を
1
カ
月
間
延
期
し
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■問 
【
建
設
に
つ
い
て
】
都
市
整
備
課

整
備
班
（
緯
内
線
7
4
5
）。

【
利
用
に
つ
い
て
】市
民
安
全
課
市
民

安
全
班
（
緯
内
線
7
1
2
）。

新
設
自
転
車
駐
車
場
が
利
用
開
始

千葉ニュータウン中央駅南口駅
前
広
場
な
ど
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設

 駅
前
広
場
な
ど
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置置

千葉ニュータウン中央駅南口千葉ニュータウン中央駅南口のの
有料自転車駐車有料自転車駐車場場

　
4
月
1
日
画
か
ら
「
ち
ば
電

子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」
と
し
て
新

し
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

今
年
3
月
ま
で
運
用
し
て
い
た

「
ち
ば
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー

ビ
ス
」
に
代
わ
り
、
よ
り
使
い

や
す
い
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
も
の
で
す
。

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
電

電子申請・届出サービス

 みなさんの一票が
　県政・市政を支える力に

怯
千
葉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

胸
投
票
日
時
…
4
月
　
日
蚊
・

10

午
前
7
時
～
午
後
8
時
。

胸
投
票
会
場
…
市
内
　
カ
所
の

22

投
票
所
。

怯
印
西
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

胸
投
票
日
時
…
4
月
　
日
蚊
・

24

午
前
7
時
～
午
後
8
時
。

胸
投
票
会
場
…
市
内
　
カ
所
の

22

投
票
所
。

※
投
票
会
場
は
『
広
報
い
ん
ざ

い
』
選
挙
特
別
号
（
3
月
　
日
15

発
行
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

※
開
票
は
、
両
選
挙
と
も
投
票

日
当
日
・
午
後
9
時
か
ら
西
の

原
中
体
育
館
で
行
い
ま
す
。

■問 
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
緯
内

線
4
4
1
、
4
4
2
）。

滝
野
出
張
所
の

　
休
日
開
庁
を
中
止
し
ま
す

　
滝
野
出
張
所
で
は
毎
週
土
・

日
曜
日
の
午
前
8
時
　
分
～
午

30

後
5
時
　
分
に
休
日
開
庁
を
行

15

い
、
住
民
票
な
ど
の
発
行
業
務

を
行
っ
て
い
ま
す
。

子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」
を
ク
リ
ッ

ク
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
新
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
旧
サ
ー

ビ
ス
で
取
得
し
た
利
用
者
Ｉ
Ｄ

は
引
き
継
が
れ
ま
せ
ん
。
新

サ
ー
ビ
ス
稼
働
後
、
必
要
に
応

じ
て
Ｉ
Ｄ
の
登
録
を
お
願
い
し

ま
す
。

■問 
情
報
管
理
課
情
報
管
理
班

（
緯
内
線
5
9
6
）。

 ４
月
１
日
画
か
ら
よ
り
使
い
や
す
く

　
し
か
し
な
が
ら
、
千
葉
県
議

会
議
員
一
般
選
挙
お
よ
び
印
西

市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
投
票

所
と
し
て
使
用
す
る
た
め
、
4

月
　
日
蚊
お
よ
び
4
月
　
日
蚊

10

24

は
、
終
日
開
庁
を
中
止
し
ま
す
。

　
市
民
の
み
な
さ
ん
に
は
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

■問 
市
民
課
住
民
記
録
班
（
緯
内

線
2
3
4
・
2
3
7
）、
滝
野
出

張
所
（
緯
碓80 
8
1
8
1
）。


